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■１．はじめに 

年々、平均気温が上昇し、夏の猛暑が常態化して、誰もが熱中症になるリ

スクを抱えるようになっています。企業にとって、死傷者をださずに良好な

就労環境を確保することは責務であり、死傷者の発生はリスクになります。

現在の気候状況等を踏まえると、今後、ますます職場における熱中症対策は

重要になることでしょう。 

令和７年６月より、労働安全衛生規則が改正され、熱中症予防対策が明記

されました。本レポートでは、主に熱中症による労働災害リスクを踏まえ

て、企業における法的責任や対応策について検討したいと思います。 

■２．見落とされがちな夏季特有のリスク 

夏は一日の日が長くなり、強い日差しや高温多湿な環境となり、体調に与

える影響が大きい季節です。暑さに体が対応できず、体調不良を引き起こす

ことも多いと思います。冷房設備の確保、水分や塩分補給など高温対策も重

要ですが、屋内外の温度差による自律神経の乱れからくる体調不良も認めら

れます。 

日々の生活においても、暑さの影響による疲労感、食欲不振による低栄養

状態など、熱中症を引き起こしやすい状態になっていることも多いことでし

ょう。熱中症は複合的な事情が要因となることも多く、また、自然を相手に

するためとても対策が難しい側面もあります。 

それゆえ職場における熱中症は夏季特有のリスクとなっています。加えて

暑さによる集中力の低下、夏のゲリラ豪雨や発汗など滑りやすい環境、視界

不良など、夏季特有の状況がリスクとなっています。 

企業は夏季特有のリスク解消に向けて様々なアプローチをして、労働者の

良好な労働環境の確保のため様々な工夫が求められています。 
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■３．知っておかなければならない熱中症にまつわる基礎知識 

（１） 熱中症とは 

熱中症とは、高温多湿な環境下で、発汗により体温調節等がうまく働か

なくなり、体内に熱がこもることによってさまざまな症状がみられる状態

を指します。各関係省庁が国民の安全確保のため熱中症（予防）に関する

情報を提供し、健康被害の防止に向けた活動を行っています。 

近年、職場における熱中症による死傷者は増加傾向にあり、企業におけ

る熱中症予防対策は急務となっています。 

 

（厚生労働省「令和６年職場における熱中症による死傷災害の発生状況（確定値）」から抜粋） 

 

（２）熱中症の原因 

環境省の「熱中症予防情報サイト」によると、熱中症の原因は、①環

境、②からだ、③行動にあると指摘されています。すなわち、①風が無く

高温多湿などの環境、②寝不足、脱水、低栄養などの体の状態、③長時間

の屋外作業などの行動が熱中症の要因となりやすいと考えられます。
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（３）熱中症の分類と対応法 

熱中症は大きく４段階で分類され、症状に応じた対応や手当が必要だと

考えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（厚生労働省・令和８年３月 Ver2.0「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」７頁から抜粋） 

 

（４）熱中症の予防（ＷＢＧＴ値の活用） 

熱中症にならないように予防することは非常に大切です。 

まず「暑熱順化」が重要です。暑熱順化とは、身体を暑さに慣れさせる

ことを指します。暑さに反応して熱を放散させ、汗をかく機能を高めるこ

とで熱中症発症リスクを抑えられると考えられています。暑熱順化には数

日から２週間程度要するともいわれています。 

また、ＷＢＧＴ値による「暑さ指数」を把握して、熱中症予防に生かす

ことも重要です。ＷＢＧＴ値とは、暑熱環境による熱ストレスの評価を行

う指数で、ＷＢＧＴ測定器などで測ります。気温が高くなくても熱中症リ

スクが高まる日もあります。 

近年、気象庁と環境省はＷＢＧＴ値の予測値をもとに「熱中症警戒アラ

ート」「熱中症特別警戒アラート」を発表するようにもなっています。 

以下の表は、労働における身体作業強度とＷＢＧＴ値を比べて基準とな

るＷＢＧＴ値を示しています。基準値を超える場合は作業レベルの変更や

熱中症予防の対策が求められます。 
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（厚生労働省発行「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット） 

 

■４．熱中症を原因とした労働災害発生時の法的責任 

（１）熱中症を原因とした労災事故 

労働者の熱中症による死傷について労働災害と認定される例も多く認め

られています。 

建築業や野外での業務に限られません。工場や倉庫などの室内の業務で

あっても、熱中症により労働者の死傷結果が生じているケースもありま

す。 

熱中症に関連する労働災害の原因として、熱中症を引き起こしやすい作

業場の性質（高温多湿な環境）、労働作業の実体（休憩の有無、水分塩分の

補給可能性）、事業者の認識不足（ＷＢＧＴ値の測定の有無、労働者への周

知不足）、労働者の認識不足（事業者による教育不足）などが指摘されま

す。 
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（２）企業の安全配慮義務 

労働者の熱中症による死傷結果に対する責任として、企業に安全配慮義

務違反が認められる場合、企業が損害賠償義務を負うことも考えられま

す。 

労働災害の被災者に保険給付が支払われた場合、一定限度で損害賠償義

務も免れますが、保険給付を超える損害について損害賠償義務が発生する

場合があるのです。 

労働者は企業の指示に従って労務を提供します。他方、使用者は労働者

の労務提供をする場所等や労務提供過程において、労働者の生命及び身体

等を危険から保護するように配慮すべき義務（安全配慮義務）を負ってい

ると考えられます。 

安全配慮義務は、もともと判例法理でしたが、現在では労働契約法５条

にて「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確

保しつつ労働できるよう、必要な配慮をするものとする」と規定されてい

ます。また、労働安全衛生法３条１項には「事業者は、単にこの法律で定

める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境

の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保

するようにしなければならない。また、事業者は国が実施する労働災害の

防止に関する施策に協力するようにしなければならない」と規定されてい

ます。 

（３）熱中症と安全配慮義務 

熱中症は重篤な場合には死に至る疾患であって、その危険性は広く周知

されるようになっています。企業は安全配慮義務の一環として、熱中症予

防に努める義務があると考えられています。 

企業が熱中症予防のために負うべき義務内容は、作業環境等を踏まえて

個別的な事情から検討する必要があります。 

各関係省庁は、熱中症に関する情報を更新して提供し、予防対策の重要

性、熱中症の危険性などを強調しています。 

企業は、裁判例や通達などの最新の情報を踏まえて、充実した熱中症対

策の策定と共に柔軟な対応が求められています。 

■５．裁判例からみる企業責任の判断 

（１）裁判の傾向について 

熱中症を原因とした事故に関して、企業の安全配慮義務違反に基づく損

害賠償請求訴訟が提起されるようになりました。 

裁判では、厚生労働省の通達などを踏まえて、事件時における使用者の
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安全配慮義務の有無や内容を確定させ、義務違反の有無を審理される例が

多いようです。それだけでなく、死傷結果が複合的な原因にみえることも

あり、死傷の原因が熱中症であるのか否か、また、熱中症の要因に他の事

情が認められる場合には、民法７２２条２項（被害者側の落ち度）の類推

適用による減額などが争点となることがあります。 

次に示す裁判例①や裁判例②では、使用者に具体的な熱中症予防対策を

施す義務が認定されて、その安全配慮義務違反が認められています。 

裁判例③は部活動における生徒に対する安全配慮義務が問われた事例で

すが、熱中症対策が社会問題化していることを背景として、学校側の安全

配慮義務違反が認められた例です。 

（２）裁判例① 

造園業を営む使用者に雇用されて伐採清掃作業中に熱中症で死亡した事

件（京都地方裁判所平成２４年（ワ）６４３号、大阪高等裁判所平成２６

年（ネ）１２０６号）です。 

原審を一部覆した控訴審判決は、本件（事故日は平成２２年８月）の事

情下において、「日頃から高温環境下において作業員が具合が悪くなり熱中

症を疑われるときは、作業員の状態を観察し、涼しいところで安静にさせ

る、水やスポーツドリンクなどを取らせる、体温が高いときは、裸体に近

い状態にし、冷水を掛けながら風を当て、氷でマッサージするなど体温の

低下を図るといった手当を行い、回復しない場合及び症状が重い場合など

は、医師の手当をうけさせること等の措置を講ずることを教育しておくべ

き義務」を認定し、現場監督者に対する教育をしていないことを理由に安

全配慮義務違反を認めました。 

なお、この件では、被害者側の持病などの事情が体温上昇速度を上げた

要因となった可能性があるとして、１０％の減額が相当と判断されていま

す。 

（３）裁判例② 

海外出張における造船修理作業中に熱中症で死亡した事件（福岡地方裁

判所小倉支部平成３１年（ワ）３６号、福岡高等裁判所令和６年（ネ）２

３８号）です。 

この判決では、本件（事故日は平成２５年８月）について、厚生労働省

の通達等を前提に「作業中にＷＢＧＴ値の測定を行うか、少なくとも気温

と相対湿度を測定してＷＢＧＴ値を求めたうえで、本件各通達等に記載さ

れた熱中症予防対策措置を徹底すべきであった」。「被告会社においては、

そのような環境で作業に従事させる労働者らの健康状態に留意し、水や食

事の摂取状況を把握したり、作業開始時や休憩時はもちろん、作業中であ

っても、頻繁に巡視をして声をかけたりして、労働者の健康状態等を把握
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し、体調がすぐれない労働者については作業を中止させるなどの措置を講

ずべき義務があった」と認定し、会社の安全配慮義務違反を認めました。 

（４）裁判例③ 

中学校の部活動の合宿中に生徒が熱中症に罹患した事件（福岡地方裁判

所令和元年（ワ）２３８７号）です。 

この判決では、本件（事故日は平成２８年８月）時において「近時スポ

ーツ中の熱中症が問題とされ、熱中症の予防についてのガイドラインが作

成されるなどし、熱中症予防のための運動指針として、気温より運動の可

否等が分類されたことに照らせば、部活動等の指導者には上記指針を順守

する前提として、少なくとも乾球温度を把握する必要があったというべき

であり、本件合宿における熱中症の予防に努める義務を負うＡ顧問には、

本件合宿中、温度を把握し得る環境を整備すべき義務があった」と認定

し、安全配慮義務違反を認めました。 

■６．企業が講じるべき具体的な安全衛生対策 

企業が講じる安全衛生対策の検討に当たっては、過去の労働災害事例や裁

判例は勿論のこと、最新の法律や規則、各省庁の通達や事務連絡、これに関

するパンフレット、広報誌などの情報を得ておく必要があります。 

次のように近時も労働安全衛生規則の改正があり、また、職場における熱

中症防止のためのガイドラインが示されているので、是非とも参考にしてい

ただきたいと思います。 

（１）労働安全衛生規則の改正 

令和７年６月１日より、熱中症に関する労働安全衛生規則が新設され、

事業者に２つの義務が課されました（労働安全衛生規則１６２条の２）。 

近年の気候変動による高温多湿日の増加を背景に、熱中症の重篤化防止

の観点から設けられたのです。 

具体的には、①事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずる

べき体制の整備と関係作業者への周知、②事業者が熱中症による健康障害

を防止するために講ずるべき措置の実施手順の作成と関係作業者への周知

が義務化されました。 

①体制の整備と周知 

熱中症の発症するおそれのある作業場の責任者等報告を受ける者の連

絡先及び連絡方法の体制構築と明示が求められています。 

実効性あるものにするため、報告を待つだけの体制ではなく、積極的

に責任者等による巡視、作業員同士の健康チェックの体制、責任者と作

業員間の定期連絡方法の確立など、実のある報告体制の仕組みを整えな
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ければなりません。 

事業者は作業開始前に準備をし、明示の方法としても、口頭伝達のほ

か複数を組み合わせることが望ましいと考えられます。 

②手順等の作成と周知 

熱中症の重篤化を予防する観点から事業場や作業実態に合わせた合理

的で実施可能な手順の作成が求められています。 

事業場における緊急連絡網、医療機関への連絡などの手順を策定する

ことも望ましいと考えられています。軽度の熱中症と考えられるケース

でも回復の判断は慎重に行うべきですし、回復後の体調急変の可能性も

踏まえた対応（連絡体制など）も重要だと考えられます。 

（２）職場における熱中症防止のためのガイドライン 

令和８年３月には厚生労働省から「職場における熱中症防止のためのガ

イドライン」が策定されました。 

ガイドラインでは事業者に対して、①熱中症リスクの把握と評価をし

て、②適切な熱中症予防対策を取ることを求めています。企業は、これら

を参考に具体的な安全衛生対策を検討することが重要です。 

①熱中症リスクの把握と評価 

熱中症リスクの要因の特定として、㋐高温・多湿な作業環境、㋑連続

作業、㋒通気性や透湿性の低い衣服、保護具、㋓身体作業負荷の大きい

作業が挙げられます。企業はこれらを踏まえた熱中症リスク低減のため

の措置の検討が必要となります。 

また、熱中症リスクの評価手法として、ＷＢＧＴ値の把握が推奨され

ています。作業場にＷＢＧＴ指数計を設置して、ＷＢＧＴ値の把握が重

要となります。 

②適切な熱中症予防対策 

熱中症リスクに応じた措置として、次のような具体的な熱中症予防対

策が挙げられます。企業はこれら措置を複数取り入れながら、実態に即

した対策や対応が必要だと考えられます。 

㋐労働衛生管理体制の確立 

各種管理者等の選任、作業手順・作業計画の策定、報告体制の整備

及び手順等の作成、周知 

㋑作業環境管理 

ＷＢＧＴ値の低減措置（屋根、遮蔽措置、通風、散水措置、冷房除

湿設備、各設備の点検）、休憩場所（適切な場所の確保、冷却可能な

設備や物品、水分塩分補給、作業員を一人にしない）の整備など 

㋒作業管理 

作業時間の短縮、暑熱順化への対応（新規入職者にはより注意が必
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要）、プレクーリング（予め体温を下げる方法）の検討、水分や塩分

の摂取、服装、作業中の巡視など 

㋓健康管理 

健康診断結果に基づく対応（熱中症の発症リスクの高い疾病がある

者への配慮など）、日常の健康管理、作業従事者の健康状態や暑熱順

化の状況等の確認（夏季休暇などで現場を離れていた作業員などには

特に配慮）など 

㋔労働衛生教育 

熱中症予防管理者労働衛生教育、職長等現場従事者向けの教育、作

業従事者向けの教育など立場の違いに応じた教育 

㋕異常時の措置 

作業の中止、応急措置、医師への診察など 

■７．まとめ 

猛暑の常態化といえる近年の夏は、普通に生活するだけでも息苦しくなっ

ています。高温多湿化で熱中症リスクが高まっており、熱中症の重篤化リス

クも知られるようになりました。 

労働の分野だけでなく、環境、気象、消防、防災、医療、スポーツや学業

など様々な領域に影響を及ぼしており、各分野でも対策検討が進んでいま

す。 

全ての企業にあてはまりますが、特に熱中症などの夏季特有のリスクの高

い作業を抱える企業においては、労働者の死傷者をださないよう、最新の情

報を踏まえて最重要課題として取り組んでいく必要があります。 
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